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第 7回 利根町振興計画審議会 議事要録 

会議名 第 7回 利根町振興計画審議会 

日時 平成 31年 1月 31日（木） 午後 2時 00分から午後 2時 40分まで 

場所 利根町役場 5－Ａ会議室 

出
席
者 

委員 
本橋会長，伊藤副会長，船川委員，五十嵐委員，花嶋委員，新井委員，石山委員， 

岡委員，市川委員，高野委員，高橋委員，中西委員，伊井委員，大蔵委員 

事務局 
企画課：飯塚課長，青木課長補佐，永田係長，成島主任 

ジャパン総研：竹澤 

欠席委員 江口委員，古宇田委員，矢口委員 

議題 

1 開会 

2 会長あいさつ 

3 協議事項 

(1)とね魅力アップビジョン（第 5次利根町総合振興計画）の確定案について 

(2)とね魅力アップビジョン（第 5次利根町総合振興計画）の答申（案）について 

4 その他 

5 閉会 

配付資料名 

資料 1：とね魅力アップビジョン（第 5次利根町総合振興計画）（案） 

資料 2：第５次利根町総合振興計画について（答申）（案） 

参考資料：パブコメ意見と対応について 

 

議 事 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

（本橋会長あいさつ） 

 

（事務局が，定員 17名のうち出席 13名で会議が成立していること，資料確認） 

 

３ 協議事項 

 

（1）とね魅力アップビジョン（第 5次利根町総合振興計画）の確定案について 

 

（事務局が「資料 1：とね魅力アップビジョン（第 5次利根町総合振興計画）（案）」により説明） 

会長：ご質問，ご意見をお願いします。 

石山委員：確定案では，パブコメの意見に対する対応は反映していますか。 

事務局：パブコメ意見に対する対応は反映しています。 

会長：パブコメ意見に対する対応より修正されているところを示して頂けますか。 

事務局：基本的に大きな修正はなく，語尾などの修正だけとなっています。 

石山委員：パブコメ意見に対する対応に注釈を入れるとあるが，注釈はどのようになっています
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か。 

事務局：今後，計画書の原稿を作成しますので，その段階で注釈を入れる予定です。 

会長：最終的な計画書の公開はどうなりますか。 

副会長：最終的に町民にどのような形で示すのですか。 

事務局：議会承認後，計画書の冊子を作成し，委員の方に配布し，ホームページにアップすると

ともに，計画書を閲覧できるようにします。 

五十嵐委員：議会に上程する場合は，注釈が必要であると考えます。 

事務局：審議会から町長に案を答申し，その後修正される場合もあります。議会への説明の時に

は，注釈を入れるようにします。 

船川委員：期間があまりないので，議会に上程する計画書段階で注釈を入れて頂くことで，議会

は対応します。 

新井委員：６箇所ぐらいなので，大きな問題ではないと考えます。 

事務局：パブコメ意見だけではなく，今までの審議の中で出た難しい用語やカタカナ，アルファ

ベットなどを中心に注釈をつける予定にしています。 

新井委員：コンサルタント料が 800万円ぐらいであるが，その中で印刷費がどのくらいかお聞き

したい。費用対効果の面で参考にしたいと考えています。 

事務局：金額の内訳は公表ができないことになっています。 

中西委員：一般の町民には，計画書が回ってこないと考えます。 

事務局：ダイジェスト版が全戸配布されます。計画書は有償にて配布されます。 

石山委員：パブコメ意見の内容は，記載されているものだけですか。ホームページにこのまま公

開するのですか。 

事務局：102件あり，お一人の方が 82件あり，内容的には意見の考え方などもあったので，提案

の部分のみを記載しています。提案内容が，文章の修正が多いので，意見を頂いた方に

も了解をとり，選択して公表する予定にしています。 

新井委員：パブコメ意見を出した方が 5名であるが，他市町村と比べて人数的にどうですか。 

事務局：他の市町村に比べて多いと考えます。 

事務局：平成 25年 4月より，行政資料の配布を有償としています。 

岡委員：Ｐ．39ですが，文言を修正するのは可能ですか。 

事務局：この部分は，総合戦略の内容であるので，総合戦略の改定の時に検討します。 

五十嵐委員：都市計画マスタープランは，完成しているのですか。 

事務局：総合振興計画より少し遅れています。 

会長：確定案についてはよろしいですか。 

委員一同：異議なし。 

 

（2）とね魅力アップビジョン（第 5次利根町総合振興計画）の答申（案）について 

 

事務局：町長への答申は，2月 6日 14：30より，会長と副会長の出席で行う予定です。 

（事務局が「資料 2：第５次利根町総合振興計画について（答申）（案）」により説明） 

会長：ご質問，ご意見をお願いします。 

中西委員：3 に進行管理について公表するとあるが，どのように，どのくらいの頻度で公表する

のですか。 

事務局：ホームページに，決算後年 1回の公表を予定しています。 

副会長：計画は期中にローリングするのですか。 

事務局：基本計画は基本的にローリングしないことにしていますが，大きな変化があった場合は
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別としています。実施計画は，毎年ローリングします。 

会長：答申案についてはよろしいですか。 

委員一同：異議なし。 

 

４ その他 

（事務局より今後の予定について以下のとおり連絡） 

 ・2月 6日に町長への答申 

 ・2月 20日に議会説明会，3月に定例議会に提案 

 

５ 閉会 

以上 


